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議
員

全
国
的
に
中
心
市
街

地
の
治
安
が
悪
化
し
て
い
る

中
で
、
昨
年
、
紅
谷
パ
ー
ル

ロ
ー
ド
に
防
犯
カ
メ
ラ
が
設

置
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
何
箇

所
設
置
し
た
の
か
。

道
路
部
長

こ
の
防
犯
カ
メ

ラ
は
、
商
店
街
の
街
路
灯
や

商
店
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
へ
の
落

書
き
な
ど
の
被
害
防
止
と
商

店
街
の
治
安
維
持
を
図
る
た

め
に
、
紅
谷
パ
ー
ル
ロ
ー
ド

商
店
街
振
興
組
合
が
一
六
か

所
設
置
し
た
も
の
で
、
商
店

街
振
興
組
合
が
自
主
管
理
し

て
い
る
。

議
員

商
店
街
振
興
組
合
が

撮
影
し
た
映
像
は
、
警
察
等

に
も
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
。

道
路
部
長

映
像
の
提
供
は
、

�
「
事
件
ま
た
は
事
故
が
発

生
し
組
合
が
被
害
を
受
け
た

場
合
」、
�
「
警
察
ま
た
は

被
害
者
か
ら
申
し
出
が
あ
っ

た
場
合
」、
�
「
組
合
の
理

事
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
」

の
三
事
案
に
限
定
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

議
員

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

と
運
用
は
、
商
店
街
に
任
せ

る
だ
け
で
な
く
警
察
等
も
か

か
わ
る
べ
き
と
思
う
が
、
見

解
を
聞
き
た
い
。

経
済
部
長

現
在
は
各
個
店

の
防
犯
対
策
と
し
て
商
店
街

が
運
用
等
を
行
っ
て
い
る
が
、

今
後
は
中
心
街
全
体
と
し
て

警
察
署
、
商
店
街
連
合
会
、

行
政
が
連
携
し
設
置
等
に
か

か
わ
っ
て
い
き
た
い
。

議
員

防
犯
強
化
策
の
一
環

と
し
て
神
奈
川
県
警
が
ス
ー

パ
ー
防
犯
灯
を
設
置
し
て
い

る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
機

能
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

道
路
部
長

神
奈
川
県
警
が

設
置
し
て
い
る
街
頭
緊
急
通

報
シ
ス
テ
ム
・
ス
ー
パ
ー
防

犯
灯
は
、
赤
色
回
転
灯
や
サ

イ
レ
ン
を
は
じ
め
、
ド
ー
ム

型
回
転
カ
メ
ラ
、
イ
ン
タ
ー

ホ
ン
、
緊
急
通
報
ボ
タ
ン
の

機
能
が
一
基
ご
と
に
組
み
込

ま
れ
て
お
り
、
カ
メ
ラ
と
イ

ン
タ
ー
ホ
ン
は
最
寄
り
の
警

察
署
に
直
結
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。

議
員

平
塚
市
内
へ
の
設
置

計
画
は
あ
る
の
か
。

道
路
部
長

こ
の
防
犯
灯
に

つ
い
て
は
、
今
年
度
に
明
石

町
と
紅
谷
町
を
中
心
と
し
て

五
か
所
設
置
さ
れ
る
計
画
が

あ
る
。
現
在
、
設
置
場
所
な

ど
に
つ
い
て
、
県
警
が
地
元

の
防
犯
協
会
や
商
店
街
と
協

議
を
進
め
て
い
る
。

議
員

運
用
開
始
は
い
つ
に

な
る
の
か
。

道
路
部
長

本
年
九
月
頃
、

工
事
に
着
手
し
、
年
内
を
目

途
に
運
用
を
開
始
す
る
予
定

と
聞
い
て
い
る
。

議
員

消
防
職
員
の
定
数
を

改
正
す
る
条
例
案
が
提
出
さ

れ
た
。
定
年
退
職
者
は
十
九

年
度
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
各

年
度
で
多
く
の
職
員
補
充
が

必
要
と
な
る
。
新
採
用
職
員

の
教
育
期
間
中
の
隊
編
成
要

員
の
確
保
も
合
わ
せ
、
一
年

繰
り
上
げ
て
職
員
を
採
用
す

る
と
の
こ
と
だ
が
、
今
後
の

採
用
予
定
を
聞
き
た
い
。

消
防
長

十
八
年
度
の
採
用

に
限
り
、
十
七
・
十
八
年
度

の
定
年
退
職
予
定
者
数
と
救

急
隊
一
隊
増
加
分
の
九
人
を

加
え
た
二
〇
人
を
採
用
す
る
。

そ
の
後
は
定
年
退
職
者
相
当

数
の
予
定
で
あ
る
。

議
員

今
回
の
定
数
改
正
に

よ
っ
て
適
正
な
要
員
の
確
保

が
で
き
る
の
か
。

消
防
長

救
急
隊
を
増
隊
し
、

新
任
職
員
を
前
倒
し
で
採
用

で
き
れ
ば
、
適
正
な
要
員
の

確
保
が
で
き
従
前
に
比
べ
配

置
等
の
調
整
も
容
易
と
な
る
。

議
員

本
市
で
も
犯
罪
発
生

件
数
が
多
く
な
っ
て
き
て
お

り
、
市
民
の
防
犯
意
識
を
高

め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、

警
察
か
ら
の
犯
罪
情
報
等
は

ど
の
よ
う
に
市
民
へ
周
知
し

て
い
る
の
か
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

本
市
で
は

平
塚
警
察
署
か
ら
入
手
し
た

平
塚
署
管
内
と
町
名
別
の
犯

罪
発
生
状
況
を
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
市
民
に
周
知
し
て

い
る
。
ま
た
、
湘
南
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
「
情
報
カ
フ
ェ
」

の
番
組
内
で
市
内
犯
罪
発
生

情
報
の
提
供
も
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
情
報
を
活
用
す
る

こ
と
で
地
域
の
状
況
に
応
じ

た
防
犯
活
動
が
展
開
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

議
員

地
域
へ
よ
り
早
く
犯

罪
情
報
を
周
知
す
る
こ
と
が

必
要
と
思
う
が
、
警
察
か
ら

直
接
市
民
等
へ
提
供
す
る
こ

と
は
あ
る
の
か
。

防
災
安
全
部
長

地
域
へ
の

情
報
提
供
と
し
て
、
警
察
は

新
聞
販
売
店
の
協
力
を
得
て

犯
罪
情
報
を
掲
載
し
た
チ
ラ

シ
を
新
聞
折
り
込
み
で
配
布

し
て
お
り
、
ま
た
、
防
犯
協

会
へ
市
内
の
町
名
別
の
犯
罪

発
生
一
覧
表
を
整
理
し
て
提

供
し
て
い
る
。

議
員

今
年
五
月
に
「
平
塚

市
安
心
・
安
全
ま
ち
づ
く
り

連
絡
協
議
会
」
が
発
足
し
た

と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
協
議

会
の
設
立
目
的
を
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

こ
の
連
絡

協
議
会
は
、
警
察
、
市
民
、

事
業
者
、
防
犯
関
係
団
体
、

行
政
が
連
携
を
よ
り
強
化
し

一
体
的
な
防
犯
活
動
を
展
開

し
て
、
犯
罪
の
な
い
、
誰
も

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に

発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

議
員

こ
の
協
議
会
の
事
業

活
動
と
今
後
の
検
討
事
項
に

つ
い
て
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

今
年
度
の

事
業
は
、「
一
戸
一
灯
運
動
」、

「
隣
近
所
声
か
け
運
動
」、

「
防
犯
講
演
会
」、「
防
犯
診

断
」
が
計
画
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
毎
月
一
回
、「
地
域
安

全
の
日
」
に
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
地
域
の
安
全
に

努
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

今
後
の
検
討
事
項
と
し
て
は
、

警
察
の
防
犯
情
報
を
い
か
に

迅
速
に
防
犯
団
体
や
市
民
に

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
で

あ
る
。

議
員

自
動
体
外
式
除
細
動

器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
心
室
細

動
を
起
こ
し
た
傷
病
者
に
電

気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
心
臓

機
能
を
正
常
に
戻
す
装
置
で
、

昨
年
国
が
緊
急
時
に
限
り
、

市
民
に
よ
る
使
用
を
解
禁
し

た
。
本
市
は
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
馬
入

ふ
れ
あ
い
公
園
多
目
的
ア
リ

ー
ナ
、
本
庁
舎
、
競
輪
場
、

中
央
公
民
館
、
市
民
セ
ン
タ

ー
に
各
一
台
お
よ
び
総
合
公

園
内
の
三
施
設
に
三
台
配
置

し
て
い
る
が
、
各
施
設
の
職

員
に
取
り
扱
い
方
法
の
講
習

会
は
行
っ
て
い
る
の
か
。

消
防
長

今
年
六
月
、
Ａ
Ｅ

Ｄ
配
置
先
職
員
を
対
象
に
、

練
習
用
機
材
を
使
用
し
た
講

習
会
を
実
施
し
た
。

議
員

今
後
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
啓

発
や
講
習
会
等
を
市
民
に
行

う
考
え
は
あ
る
の
か
。

消
防
長

市
民
や
市
内
企
業

の
従
業
員
等
を
対
象
と
す
る

普
通
救
命
講
習
の
内
容
に
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
方
法
も

加
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

「
救
急
フ
ェ
ア
ー
」、「
健
康

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
や
広
報
紙
等
で
も

周
知
に
努
め
た
い
。

自自動動体体外外式式除除細細動動器器
市市のの��施施設設へへ配配置置

県
警
の
防
犯
灯

市
内
へ
の
配
備
予
定
は

安
心
安
全
ま
ち
づ
く
り

新
た
な
協
議
会
発
足

六
月
定
例
会
の
常
任
委
員

会
で
は
八
件
の
審
査
が
行
わ

れ
た
。

請
願
第
六
号

個
に
応
じ

た
教
育
を
実
現
す
る
た
め
の

学
級
規
模
の
縮
小
・
弾
力
化
、

三
〇
人
以
下
学
級
実
現
を
求

め
る
請
願
で
は
、
現
行
の
学

級
編
制
を
さ
ら
に
縮
小
し
三

〇
人
学
級
と
す
る
こ
と
で
、

き
め
細
か
な
教
育
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え

る
の
で
、
本
請
願
は
採
択
す

べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

採
決
し
た
結
果
、
採
択
す
べ

き
も
の
と
な
り
、
本
会
議
で

も
採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
七
号

ゆ
た
か
な

教
育
を
実
現
す
る
た
め
、
平

成
十
八
年
度
の
教
育
予
算
増

額
を
求
め
る
請
願
で
は
、
豊

か
な
教
育
を
実
現
す
る
に
は
、

単
に
時
間
的
な
問
題
だ
け
で

な
く
教
育
予
算
の
増
額
も
必

要
で
あ
る
た
め
、
本
請
願
を

採
択
す
べ
き
と
の
意
見
が
あ

っ
た
。
採
決
し
た
結
果
、
採

択
す
べ
き
も
の
と
な
り
、
本

会
議
で
も
採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
八
号

平
成
十
八

年
度
の
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
請

願
で
は
、
わ
が
国
の
義
務
教

育
制
度
の
根
幹
で
あ
る
国
庫

負
担
制
度
は
、
教
育
の
機
会

均
等
、
水
準
維
持
、
無
償
制

度
の
堅
持
に
は
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、

本
請
願
を
採
択
す
べ
き
で
あ

る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
採

決
し
た
結
果
、
採
択
す
べ
き

も
の
と
な
り
、
本
会
議
で
も

採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
九
号

消
費
税
の

大
増
税
に
反
対
す
る
請
願
で

は
、
二
、
三
年
後
に
は
、
消

費
税
率
の
ア
ッ
プ
が
具
体
化

す
る
と
思
わ
れ
る
。
消
費
税

が
初
め
て
導
入
さ
れ
、
そ
の

数
年
後
に
税
率
が
五
％
に
上

が
っ
た
際
、
中
小
企
業
者
や

所
得
の
低
い
人
は
負
担
が
大

き
く
な
っ
た
と
感
じ
て
お
り
、

税
率
を
上
げ
な
い
で
欲
し
い

と
い
う
請
願
項
目
は
切
実
で

当
然
の
要
求
と
思
う
の
で
、

本
請
願
は
採
択
と
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

一
方
、
消
費
税
改
革
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
な
い
状
況
で
、

地
方
議
会
が
消
費
税
の
今
後

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
に

は
疑
問
が
あ
る
の
で
、
本
請

願
は
不
採
択
と
す
べ
き
と
い

う
意
見
も
あ
っ
た
。
採
決
し

た
結
果
、
不
採
択
と
す
べ
き

も
の
と
な
り
、
本
会
議
で
も

不
採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
一
〇
号

「
中
心

商
店
街
の
葬
儀
場
建
設
」
に

つ
い
て
の
請
願
お
よ
び
請
願

第
一
一
号

中
心
街
の
「
葬

儀
場
建
設
」
に
つ
い
て
の
請

願
は
一
括
審
査
を
行
っ
た
。

こ
の
請
願
に
は
、
中
心
街
の

駐
車
場
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
火
災
発
生
時
の

消
火
活
動
が
路
上
駐
車
に
よ

り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
危
惧

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
葬
儀

場
の
建
設
が
中
心
商
店
街
の

活
性
化
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

か
ね
な
い
。
地
域
住
民
の
安

全
確
保
と
中
心
商
店
街
の
活

性
化
の
点
を
と
ら
え
、
開
発

事
業
者
に
対
し
強
力
な
行
政

指
導
を
求
め
る
意
味
で
本
請

願
を
趣
旨
採
択
と
し
た
い
と

い
う
意
見
が
あ
っ
た
。一
方
、

こ
の
請
願
審
査
の
事
前
段
階

で
紹
介
議
員
が
辞
退
を
し
て

い
る
。
議
会
運
営
上
は
、
こ

の
請
願
が
有
効
で
あ
る
た
め
、

請
願
審
査
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
本
来
、
請
願
の
提
出
に

は
、
紹
介
議
員
が
責
任
を
も

っ
て
署
名
す
べ
き
だ
と
思
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
要
綱
行

政
の
内
容
の
請
願
は
、
議
会

が
判
断
す
べ
き
で
な
い
と
い

う
個
人
的
な
認
識
を
も
っ
て

い
る
。
こ
の
請
願
は
、
継
続

審
査
と
し
、
九
月
定
例
会
で

議
会
内
の
方
向
性
を
決
定
し

て
審
査
を
す
る
こ
と
も
十
分

可
能
な
こ
と
か
ら
、
本
請
願

は
継
続
審
査
と
し
た
い
と
の

意
見
も
あ
っ
た
。
採
決
し
た

結
果
、
趣
旨
採
択
す
べ
き
も

の
と
な
り
、
本
会
議
で
も
趣

旨
採
択
と
決
定
し
た
。

請
願
第
一
二
号

「
障
害

者
自
立
支
援
法
」（
案
）
に
関

し
て
政
府
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
で

は
、
こ
の
法
案
は
、
遅
れ
て

い
た
精
神
障
害
者
の
福
祉
施

策
が
他
の
福
祉
制
度
と
同
様

の
適
用
を
受
け
る
と
い
う
点

で
は
評
価
で
き
る
が
、
従
来

の
応
能
負
担
に
代
わ
っ
て
応

益
負
担
が
導
入
さ
れ
る
た
め

障
害
者
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
。
そ
の
た
め
、
本
請
願

を
趣
旨
採
択
と
し
た
い
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。
採
決
し
た

結
果
、
趣
旨
採
択
す
べ
き
も

の
と
な
り
、
本
会
議
で
も
趣

旨
採
択
と
決
定
し
た
。

な
お
、
高
齢
者
の
プ
ー
ル

使
用
料
減
免
を
求
め
る
請
願

は
、継
続
審
査
と
決
定
し
た
。

請請
願願
のの
審審
査査
概概
要要

商商
店店
街街
振振
興興
組組
合合
設設
置置
のの
防防
犯犯
カカ
メメ
ララ

警
察
な
ど
と
連
携
し
運
用
を

消消防防・・救救急急業業務務のの充充実実へへ

職員定数を拡大

（�）平成��年（２００５年）�月�日

紅谷パールロード

ひらつか議会だより

増
加
す
る
本
市
の
犯
罪
件
数

多
様
な
方
法
で
発
生
情
報
を
市
民
へ
提
供

自動体外式除細動器の講習会

今後の普及啓発活動を聞く

第 ��� 号
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